
１

本
人
が
就
労
意
思
を
喪
失

し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

事
情
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た

こ
と

２

本
件
発
言
は
問
い
質
さ
れ

た
こ
と
に
憤
慨
し
た
本
人
の

自
暴
自
棄
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
退
職
又
は
辞
職

の
意
思
を
持
っ
て
の
発
言
と

み
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と

社
会
保
険
料
率
及
び
雇
用
保

本
人
は
貨
物
自
動
車
の
運
転

少
し
し
て
本
人
は
会
社
に
解

３

社
長
の
「
勤
ま
ら
な
い
の

険
料
率
が
次
の
通
り
改
正
と
な

こ
れ
ま
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

手
と
し
て
令
和
二
年
の
半
ば
か

雇
予
告
手
当
支
払
の
請
求
を
し

で
あ
れ
ば------

」
と
の
発
言

り
ま
し
た
。

提
出
し
て
い
た
次
の
雇
用
保
険

ら
雇
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

た
と
こ
ろ
、
会
社
は
そ
れ
を
拒

は
社
会
通
念
上
、
退
職
を
求

社
会
保
険
料
の
控
除
は
原
則

関
係
の
助
成
金
は
、
提
出
先
が

そ
の
一
年
半
後
、
材
木
を
あ

否
し
た
た
め
、
本
人
は
未
だ
従

め
る
発
言
と
み
る
の
が
自
然

翌
月
支
払
分
か
ら
、
雇
用
保
険

盛
岡
市
の
マ
リ
オ
ス
内
に
あ
る

る
所
に
運
ん
だ
際
、
本
人
が
ガ

業
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
、

な
こ
と

は
労
働
し
た
月
分
か
ら
と
な
り

「
岩
手
労
働
局
職
業
対
策
課
助

ー
ド
マ
ン
に
対
し
暴
言
を
吐
く

こ
れ
ま
で
の
賃
金
支
払
を
求

４

そ
の
三
週
間
後
に
行
っ
た

ま
す
。

成
金
セ
ン
タ
ー
」
に
変
更
に
な

な
ど
を
し
た
と
聞
き
及
ん
だ
社

め
、
裁
判
を
提
起
し
ま
し
た
。

解
雇
予
告
手
当
の
請
求
に
対

り
ま
し
た
。

長
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
問
い
質

裁
判
所
は
本
人
の
請
求
を
認

し
、
会
社
は
拒
否
し
て
い
る

・
雇
用
調
整
助
成
金

し
ま
し
た
。
す
る
と
本
人
か
ら

め
、
こ
の
間
本
人
は
他
の
会
社

こ
と

・
産
業
雇
用
安
定
助
成
金

「
も
う
勤
ま
ら
な
い
」
と
い
う

か
ら
の
賃
金
が
四
割
超
あ
っ
た

５

暴
言
を
吐
い
た
と
い
う
証

・
早
期
再
就
職
支
援
等
助
成
金

発
言
が
あ
っ
た
た
め
「
勤
ま
ら

も
の
の
、
裁
判
確
定
ま
で
の
約

拠
は
社
長
の
供
述
の
み
で
、

・
特
定
求
職
者

な
い
の
で
あ
れ
ば
私
物
を
片
付

一
年
間
の
賃
金
の
六
割
の
支
払

他
に
証
拠
が
提
出
さ
れ
な
か

雇
用
開
発
助
成
金

け
て
」
と
返
答
し
た
と
こ
ろ
、

を
会
社
に
命
じ
ま
し
た
。

っ
た
こ
と

・
地
域
雇
用
開
発
助
成
金

本
人
は
健
康
保
険
証
と
貸
与
さ

裁
判
所
が
本
人
の
従
業
員
と

以
上
が
概
略
で
す
。
退
職
か

・
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

れ
て
い
た
携
帯
電
話
を
事
務
所

し
て
の
地
位
は
存
続
し
て
い
る

解
雇
か
は
両
者
そ
の
時
点
で
明

・
通
年
雇
用
助
成
金

に
置
い
て
、
そ
の
後
は
出
勤
し

と
判
断
し
た
理
由
は
次
の
通
り

確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

な
く
な
り
ま
し
た
。

で
し
た
。

う
で
す
。

・
人
材
開
発
支
援
助
成
金

①

被
保
険
者
が
、
産
後
休
業

過
す
る
日
の
翌
日
」
ま
で
の

期
間
内
に
、
同
一
の
子
に
つ

期
間
に
通
算
し
て
一
四
日
以

い
て
、
出
生
時
育
児
休
業
給

上
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た

付
金
が
支
給
さ
れ
る
産
後
パ

こ
と
、
ま
た
は
、
子
の
出
生

パ
育
休
ま
た
は
育
児
休
業
給

日
の
翌
日
に
お
い
て
「
配
偶

付
金
が
支
給
さ
れ
る
育
児
休

者
の
育
児
休
業
を
要
件
と
し

厚
労
省
で
は
、
共
働
き
・

休
業
給
付
金
と
併
せ
て
「
出
生

業
を
通
算
し
て
一
四
日
以
上

な
い
場
合
」
に
該
当
し
て
い

共
育
て
を
推
進
す
る
た
め
、
子

後
休
業
支
援
給
付
金
」
を
最
大

取
得
し
た
こ
と

る
こ
と

の
出
生
直
後
の
一
定
期
間
に
、

二
八
日
間
支
給
す
る
制
度
を
創

②
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
、

両
親
と
も
に
（
配
偶
者
が
就
労

設
し
ま
し
た
。
施
行
は
今
年
四

「
子
の
出
生
日
ま
た
は
出
産

支
給
額
は
、
休
業
開
始
前
六

し
て
い
な
い
場
合
な
ど
は
本
人

月
一
日
か
ら
で
す
。

予
定
日
の
う
ち
早
い
日
」
か

ヶ
月
間
の
賃
金
総
額
を
一
八
〇

が
）
一
四
日
以
上
の
育
児
休
業

ら
、「
子
の
出
生
日
ま
た
は

で
除
し
た
額
に
休
業
し
た
日
数

を
取
得
し
た
場
合
に
、
出
生
時

支
給
要
件
は
次
の
通
り
で

出
産
予
定
日
の
う
ち
遅
い
日

（
最
大
二
八
日
）
を
乗
じ
た
額

育
児
休
業
給
付
金
ま
た
は
育
児

す
。

か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経

の
一
三
％
で
す
。

事
務
所
ニ
ュ
ー
ス

判 例

退
職
の
意
思
表
示
と
は
認
め
ら
れ
ず
。

「
も
う
勤
ま
ら
な
い
」

「
な
ら
ば
私
物
を
片
付
け
て
」
の
発
言

令
和
五
年
三
月
二
八
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
判
決

(

地
位
確
認
等
請
求
事
件
・
通
称
永
信
商
事
事
件)

令和７年３月１日 事務所ニュース 社会保険労務士法人 ふくる

改正後の保険料率 岩手県（千分率）
保険区分 本人 事業主 計 改正日
健康保険 48.1 48.1 96.2

R07.03.01
介護保険 7.95 7.95 15.9

雇 一般の事業 5.5 9.0 14.5
用 農林水産 R07.04.01保 清酒製造 6.5 10.0 16.5
険 建設業 6.5 11.0 17.5

保
険
料
率
改
正

雇
用
保
険
の
助
成
金

申
請
窓
口
が
変
更

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
を
創
設

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら

社会保険労務士法人
ふくる
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